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１ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可概要 

 １－１～２ 略 

 １－３ 許可を要する工事 

 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １－４～５ 略  

２ 略 

３ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請等 

３－１ 略 

３－２ 許可申請書作成要領 

（中略） 

特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な図書 

＜許可申請に必要な書類＞ 

№ 種類・内容 政省令 

１～５略   

６ 工事主の資力・信用に関する書類 

【申請者が個人の場合】 

・資金計画書（別記様式第三） 

・住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の

写し又は氏名・住所を証する書類 

・直近３年の所得税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書（参考様式１） 

【申請者が法人の場合】 

省令第７

条 第 1 項

第 7 号 ～

第９号 

１ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可概要 

 １－１～２ 略 

 １－３ 許可を要する工事 

 （中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １－４～５ 略 

２ 略 

３ 特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請等 

３－１ 略 

３－２ 許可申請書作成要領 

（中略） 

特定盛土等に関する工事の許可申請に必要な図書 

＜許可申請に必要な書類＞ 

№ 種類・内容 政省令 

１～５略   

６ 工事主の資力・信用に関する書類 

【申請者が個人の場合】 

・資金計画書（別記様式第三） 

・住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の

写し又は氏名・住所を証する書類 

・直近３年の所得税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書 

【申請者が法人の場合】 

省令第７

条 第 1 項

第 7 号 ～

第９号 
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・資金計画書（別記様式第三） 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りした

もの）の写し又は氏名・住所を証する書類 

・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、

次に掲げる書類 

(1)住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたも

の）の写し又は氏名・住所を証する書類 

 (2)当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなし

た出資の金額が確認できる書類 

・直近３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書（参考様式１） 

７～14略   

 

＜許可申請に必要な図面（省令第7条第1項第1号）＞ 

№ 図面の種類 明記すべき事項 縮尺 備考 

１～４略     

５ 排水施設の

平面図 

排水施設の位置、種類、材料、形状、

内法寸法、勾配及び水の流れの方向並

びに吐口の位置及び放流先の名称 

1/500 

以上 

 

６～13略     

 

＜土石の堆積について＞ 

（中略） 

土石の堆積に関する工事の許可申請に必要な図書 

＜許可申請に必要な書類＞ 

№ 種類・内容 政省令 

１～３略   

４ 工事主の資力・信用に関する書類 

【申請者が個人の場合】 

・資金計画書（別記様式第五） 

省令第７

条第２項

第５号～

・資金計画書（別記様式第三） 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りした

もの）の写し又は氏名・住所を証する書類 

・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、

次に掲げる書類 

(1)住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたも

の）の写し又は氏名・住所を証する書類 

 (2)当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなし

た出資の金額が確認できる書類 

・直近３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書 

７～14略   

 

＜許可申請に必要な図面（省令第7条第1項第1号）＞ 

№ 図面の種類 明記すべき事項 縮尺 備考 

１～４略     

５ 排水施設の

平面図 

排水施設の位置、種類、材料、形状、

内法寸法、勾配及び水の流れの方向並

びに吐口の位置及び放流先の名称 

1/50 

以上 

 

６～13略     

 

＜土石の堆積について＞ 

（中略） 

土石の堆積に関する工事の許可申請に必要な図書 

＜許可申請に必要な書類＞ 

№ 種類・内容 政省令 

１～３略   

４ 工事主の資力・信用に関する書類 

【申請者が個人の場合】 

・資金計画書（別記様式第五） 

省令第７

条第２項

第５号～
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改 正 後 改 正 前 

・住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の

写し又は氏名・住所を証する書類 

・直近３年の所得税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書（参考様式１） 

【申請者が法人の場合】 

・資金計画書（別記様式第五） 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りした

もの）の写し又は氏名・住所を証する書類 

・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、

次に掲げる書類 

 (1)住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたも

の）の写し又は氏名・住所を証する書類 

 (2)当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなし

た出資の金額が確認できる書類 

・直近３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書（参考様式１） 

第７号 

５～12略   

 

＜許可申請に必要な図面＞ 

№ 図面の種類 明記すべき事項 縮尺 備考 

１～２略     

３ 

土地の平面

図 

方位及び土地の境界線並びに

勾配が1/10を超える土地にお

ける堆積した土砂の崩壊を防

止するための措置を講ずる位

置及び当該措置の内容、空地の

位置、柵その他これに類するも

のを設置する位置、雨水その他

の地表水を有効に排除する措

置を講ずる位置及び当該措置

1/500以上 ・断面図を作成し

た箇所に断面図

と照合できるよ

うに記号を付す

ること。 

・空地、雨水その他

の地表水による堆

積した土石の崩壊

を防止するための

・住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたもの）の

写し又は氏名・住所を証する書類 

・直近３年の所得税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書 

【申請者が法人の場合】 

・資金計画書（別記様式第五） 

・登記事項証明書 

・役員の住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りした

もの）の写し又は氏名・住所を証する書類 

・発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の額

の100分の5以上の額に相当する出資をしている者があるときは、

次に掲げる書類 

 (1)住民票の写し若しくは個人番号カード（番号を黒塗りしたも

の）の写し又は氏名・住所を証する書類 

 (2)当該株主の有する株式の数又は当該出資をしている者のなし

た出資の金額が確認できる書類 

・直近３年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本

等変動計算書、個別注記表並びに法人税の納税証明書 

・工事の許可に係る誓約書 

第７号 

５～12略   

 

＜許可申請に必要な図面＞ 

№ 図面の種類 明記すべき事項 縮尺 備考 

１～２略     

３ 

土地の平面

図 

方位及び土地の境界線並びに

勾配が1/10を超える土地にお

ける堆積した土砂の崩壊を防

止するための措置を講ずる位

置及び当該措置の内容、空地の

位置、柵その他これに類するも

のを設置する位置、雨水その他

の地表水を有効に排除する措

置を講ずる位置及び当該措置

1/50以上 ・断面図を作成し

た箇所に断面図

と照合できるよ

うに記号を付す

ること。 

・空地、雨水その他

の地表水による堆

積した土石の崩壊

を防止するための
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改 正 後 改 正 前 

の内容並びに堆積した土石の

崩壊に伴う土砂の流出を防止

する措置を講ずる位置及び当

該措置の内容 

措置及び堆積した

土石の崩壊に伴う

土砂の流出を防止

する措置について

は、申請書と照合

できるように番号

を付すること。 

４ 
土地の断面

図 

土石の堆積を行う土地の地盤

面 

1/500以上  

５～７略     

３－３、４ 略 

３－５ 標識の掲示（法第49条） 

工事の許可を受けた工事主、又は法第27条に基づく届出をした工事主は、必要な事項を記

載した標識を掲げなければなりません。なお、開発許可によるみなし許可の場合においても、

標識の掲示は必要となります。 

＜宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の内容並びに堆積した土石の

崩壊に伴う土砂の流出を防止

する措置を講ずる位置及び当

該措置の内容 

措置及び堆積した

土石の崩壊に伴う

土砂の流出を防止

する措置について

は、申請書と照合

できるように番号

を付すること。 

４ 
土地の断面

図 

土石の堆積を行う土地の地盤

面 

1/50以上  

５～７略     

３－３、４ 略 

（新設） 
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〔注意〕 

（１） １欄の工事主、４欄の工事施行者又は５欄の現場管理者が法人であるときは、氏名 

は、当該法人の名称及び代表者の氏名を記入してください。 

（２） ２、３、９及び10 欄は、許可証の交付を受けた工事においては、当該許可証の許可 

番号、許可期間等をそれぞれ記入してください。 

 

３－６ 工事の変更許可申請（法第16条、第35条）略 

 

４ 検査・定期報告 

４－１ 中間検査（法第18条、第37条） 

特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、許可基準に沿って安

全対策が行われているか確認するため、以下に示す特定工程を含む場合に、施工中の

中間検査を実施します。 

中間検査後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工

することができません。 

（１）中間検査が必要な特定工程（法第18条第1項、政令第24条1項） 

      盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工 

      程 

   （２）中間検査合格証の交付を受けた後でなければすることができない工程（法第18条第

1項、政令第24条1項） 

   （１）の排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程  

（３）中間検査が必要な宅地造成及び特定盛土等の規模（法第18条第4項、政令第23条） 

  ＜中間検査の対象規模＞ 

行為 中間検査が必要な規模 

宅地造成又は

特定盛土等 

①盛土で高さ２ｍ超の崖を生ずるもの 

②切土で高さ５ｍ超の崖を生ずるもの 

③盛土と切土を同時に行い、５ｍ超の崖を生ずるもの 

④崖は生じないが、盛土で高さ５ｍ超となるもの 

⑤盛土又は切土の面積が2,000㎡超かつ高さ１ｍを超えるもの 

（４）中間検査の申請期間（省令第45条、第75条） 

 （１）の特定工程に係る工事が完了した日から４日以内に申請してください。 

４－２、３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

３－５ 工事の変更許可申請（法第16条、第35条）略 

 

４ 検査・定期報告 

４－１ 中間検査（法第18条、第37条） 

特定盛土等及び土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、許可基準に沿って安

全対策が行われているか確認するため、以下に示す特定工程を含む場合に、施工中の

中間検査を実施します。 

中間検査後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工

することができません。 

（１）中間検査が必要な特定工程 

      ①盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の 

工程 

      ②①の排水施設の周囲を砕石その他の資材で埋める工事の工程 

（新設） 

 

（２）中間検査が必要な宅地造成及び特定盛土等の規模（法第18条第4項、政令第23条） 

  ＜中間検査の対象規模＞ 

行為 中間検査が必要な規模 

宅地造成又は

特定盛土等 

①盛土で高さ２ｍ超の崖を生ずるもの 

②切土で高さ５ｍ超の崖を生ずるもの 

③盛土と切土を同時に行い、５ｍ超の崖を生ずるもの 

④崖は生じないが、盛土で高さ５ｍ超となるもの 

⑤盛土又は切土の面積が2,000㎡超かつ高さ１ｍを超えるもの 

（３）中間検査の申請期間（省令第45条、第75条） 

 （１）の特定工程に係る工事が完了した日から４日以内に申請してください。 

４－２、３ 略 
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改 正 後 改 正 前 

５．届出が必要となる工事 

５－１ 特定盛土等規制区域における新規工事（法第 27 条第１項） 

（中略） 

特定盛土等規制区域における土石の堆積の届出に必要な図書 

＜必要な書類（省令第58条第２項）＞ 略 

＜必要図面＞ 

№ 
図 面 の

種類 
明記すべき事項 縮尺 備考 

１～２略     

３ 土 地 の

平面図 

方位及び土地の境界線並びに勾配

が1/10を超える土地における堆積

した土砂の崩壊を防止するための

措置を講ずる位置及び当該措置の

内容、空地の位置、柵その他これに

類するものを設置する位置、雨水

その他の地表水を有効に排除する

措置を講ずる位置及び当該措置の

内容並びに堆積した土石の崩壊に

伴う土砂の流出を防止する措置を

講ずる位置及び当該措置の内容 

 

 

 

 

 

1/500以上 ・断面図を作成し

た箇所に断面図

と照合できるよ

うに記号を付す

ること。 

・空地、雨水その他

の地表水による堆

積した土石の崩壊

を防止するための

措置及び堆積した

土石の崩壊に伴う

土砂の流出を防止

する措置について

は、申請書と照合

できるように番号

を付すること。 

４ 土 地 の

断面図 

土石の堆積を行う土地の地盤面 

 

 

1/500以上  

５～６略     

７ 求積図 届出の対象となる土地の面積 1/500以上  

５―２ 略 

６ 略 

５．届出が必要となる工事 

５－１ 特定盛土等規制区域における新規工事（法第 27 条第１項） 

（中略） 

特定盛土等規制区域における土石の堆積の届出に必要な図書 

＜必要な書類（省令第58条第２項）＞ 略  

＜必要図面＞ 

№ 
図 面 の

種類 
明記すべき事項 縮尺 備考 

１～２略     

３ 土 地 の

平面図 

方位及び土地の境界線並びに盛土

又は切土をする土地の部分、崖、擁

壁、崖面崩壊防止施設、排水施設及

び地滑り抑止ぐい又はグラウンド

アンカーその他の土留の位置 

1/2,500 以

上 

・断面図を作成し

た箇所に断面図

と照合できるよ

うに記号を付す

ること。 

・植栽、芝張り等の

措置を行う必要

がない場合は、

その旨を付する

こと。 

・擁壁、崖面崩壊防

止施設及び排水施

設については、申

請書と照合できる

ように番号を付す

ること。 

４ 土 地 の

断面図 

盛土又は切土をする前後の地盤面 1/2,500 以

上 

・高低差の著しい

箇所について作成

すること。 

５～６略     

７ 求積図 許可申請の対象となる土地の面積 1/500以上  

５―２ 略 

６ 略 

 


